
第２４回汚職防止刑事司法支援研修（対面実施） 

「汚職犯罪収益の特定、追跡、保全、没収及び財産回復における課題と対処」 

 

１ 日程及び参加者 

○ 令和４年１１月２日（水）から同月２８日（月）まで 

○ 海外参加者３０名（２１の国又は地域から参加） 

○ 国内参加者２名 

 

２ 研修概要 

  本研修では、汚職犯罪収益の特定、追跡、保全、没収及び財産回復における

課題と対処を主要課題とし、特に、①各国における汚職犯罪による収益（資金）

の特定・追跡に係る捜査手法、②各国における的確かつ迅速な保全と確実な没

収・追微手続、③国際協力を集中的に議論しました。 

  また、本研修は各国における汚職犯罪の予防・摘発に寄与するとともに、研

修参加者の相互理解を促進し、各国の実務改善のための継続的な情報交換に

向けたネットワーク構築も目的とするものでした。 

      

３ 研修の内容 

⑴ 講義 

本研修においては、国連アジア極東犯罪防止研修所教官による講義のほか、

以下の客員専門家・国内講師による講義も行い、各講義の後に質疑応答の機

会を設けました。 

いずれの講師に対しても、研修参加者から多くの質問が寄せられました。 

【客員専門家】 

○ フェデリコ・パエサノ氏 バーゼル・インスティテュート・オン・ガバメン 

ト 上席財務捜査専門官 

○ トーマス・サルミネン氏 国際刑事裁判所 書記局対外関係部長室渉外担当 

○ ヴェラ・ワン氏     国際刑事裁判所 書記局対外関係部長室渉外担当 

【国内講師】 

○ 佐 藤 拓 磨 氏  警察庁刑事局捜査第二課 課長補佐 

○ 結 城 武 志 氏  警察庁組織犯罪対策部犯罪収益移転防止対策室  

係長 

○ 市 川   宏 氏  東京地方検察庁特別捜査部長 検事 

○ 関   善 貴 氏  東京地方検察庁公安部副部長 検事 

 

 



⑵ 個人発表 

研修参加者による各国の実務や課題に関する個人発表を行いました。各発

表に対して、研修参加者から積極的な質疑応答が展開され、他国の制度に対

する強い関心がうかがわれました。また、全ての個人発表の発表資料をオン

ライン上にアップロードし、セッション外に閲覧できるようにしました。 

⑶ グループワーク 

研修参加者を３グループに分け、各グループでグループワークセッショ

ンを行いました。 

ア 討議 

上記２の主要課題である①各国における汚職犯罪による収益（資金）の

特定・追跡に係る捜査手法、②各国における的確かつ迅速な保全と確実な

没収・追微手続、及び③国際協力の３点につき、各グループにおいて、研

修参加者の課題を中心に討議が行われました。 

主要課題①②に共通する課題として、各国における法制度に違いがあ

ることを踏まえ、主に「金融機関から情報若しくは証拠を獲得する手法」

及び「口座取引停止等の金融資産保全に係る手法」について議論が展開さ

れました。研修参加者からは、金融機関の保秘に関する法制度が障害とな

り得ることに加え、これらの措置のため司法審査が要求される法制度の

下では、特に捜査初期等、証拠が必ずしも十分でない段階では司法審査を

クリアできず、迅速で実効的な汚職犯罪収益の特定、追跡及び保全がしば

しば困難であるとの指摘がありました。これに対して、検察官による取引

停止命令を認める一方で事後的な司法審査を要求する制度や、捜査機関

に対する情報提供への同意を金融機関と顧客の利用契約に盛り込む手法

等が紹介されました。また、汚職犯罪対策の一環として、社会に対する広

報啓発活動や内部通報者の保護の必要性に関する提言もなされました。 

また、③国際協力については、前記①②に係る課題が捜査共助等の国際

協力においても問題となることに加え、一般的な課題として、捜査共助の

要請に係る手続の煩雑さ及び要請に対する無回答又は回答の遅延が指摘

されたほか、各国が共助に応じる要件の情報共有がなされていないこと

も挙げられました。国際協力を促進する方策として、各国の法制度の情報

共有及び調和の必要性並びに種々の枠組みによる非公式の情報交換の促

進に賛同する意見が多く出ており、また、他国の法執行機関と連携した証

拠収集等の実施の必要性についての指摘もありました。 

  イ グループワーク発表 

上記の講義、個人発表及び討議に基づき、各グループにおいて、共通す

る課題の特定とその対応策をまとめて発表し、研修の総括としました。 



 

４ 研修参加者からのフィードバック等 

  研修参加者からは、講義や他の研修参加者の個人発表、グループワークに対

して、様々な知識を得ることができて有益であったなど、肯定的な意見が多く

寄せられた一方、講義や個人発表等において、より具体的な内容を扱うことを

希望する意見もありました。研修参加者の知見や専門性の程度により、同じ講

義であっても様々な受け止め方があることは避けられませんが、今後、より研

修参加者の関心に応えられる講義を実施すべく、寄せられた意見を活用して

いきたいと考えます。 

 

５ 担当教官の所感 

汚職防止はかねて各国の関心が非常に高いテーマの一つであり、中でも汚職

犯罪収益を含む犯罪収益の財産回復は、近時喫緊の国際的課題として認識され

ているところ、研修参加者の講義等に対する関心も高く、積極的な質疑応答や

討議につながりましたし、一方で担当教官としても学びが多くありました。各

研修参加者が本研修で得た知見が、各本国制度の発展・充実化に役立つことを

願っています。 

また、当研修所では、コロナ禍の下ではオンライン形式で研修を実施してき

ましたが、本研修については、諸般の状況を踏まえ、研修参加者を日本に迎え

て対面形式で実施しました。対面でのコミュニケーションにより、質疑応答等

を通じた研修内容の理解や、研修参加者の人的ネットワーク構築が容易になっ

たのではないかと感じられました。研修参加者が本研修で得た人的ネットワー

クが、将来の汚職防止や財産回復に資することがあれば幸いです。 

 


